
労 災 保 険 の 特 別 加 入 （ 海 外 派 遣 ） に つ い て
　第327回

　長谷川さん：みらい先生、こんにちは。社員に海外

の子会社へ出向してもらう予定なのですが、海外での

業務中にケガをしたら、日本の労災保険は使えるので

しょうか。

　みらい先生：労災保険は、本来、日本国内にある事

業所で働く人が対象となる制度です。そのため、海外

の事業場で就労する方は対象になりません。通常は派

遣先の国の災害補償制度が適用されますが、外国の制

度が必ずしも十分でない場合もあります。そこで、海

外派遣者が日本の労災保険の給付を受けられるように

する「労災保険の特別加入」という制度があります。

今回のように日本国内の事業から長期にわたって現地

に派遣される場合は、この特別加入の手続きをするこ

とにより労災保険の給付を受けることができます。

　長谷川さん：「特別加入」という制度があるのです

ね。こちらに加入すると、どのような場合に補償され

るのでしょうか。

　みらい先生：国内の労働者と同様に、仕事中や通勤

中のケガで補償を受けることができます。休日の観光

中のケガなどは対象外です。

　長谷川さん：業務中や通勤中であれば、補償される

範囲は国内の場合と同じと考えて良いのですね。

　みらい先生：はい、原則はそのとおりです。ただし、

補償範囲に関して注意すべき点もあります。特別加入

者が中小事業の代表者などの場合は、就業中の災害で

も、保険給付が行われるケースが限定されています。

また、赴任途上における災害は一定の要件を満たす場

合にのみ認められます。

　長谷川さん：なるほど。ではケガをした場合の手続

きについても教えてください。

　みらい先生：はい。治療を受けた海外の医療機関に

全額自己負担で治療代を支払い、後日、日本の事業主

を通して労働基準監督署へ請求します。領収書の他に

診断書や支払証明書などを保管しておいてください。

また、業務災害の発生状況などに関する資料として、

「派遣先の事業主の証明書」を添付する必要がありま

す。状況によっては「在外公館の証明書」や「新聞記

事」なども必要になる場合があります。これらの書類

が外国語で記載されている場合は、日本語訳を添付す

る必要があります。また、支給額は日本の医療水準と

費用を基準として計算されるため、医療機関で支払っ

た金額が全額支給されるわけではない点に注意が必要

です。

　長谷川さん：ケガをした場合は日本の事業所へ速や

かに報告するよう伝えておく必要がありますね。とこ

ろで特別加入の保険料はどのように決まるのでしょう

か。

　みらい先生：保険料は、特別加入を行う方の所得水

準に合わせて、給付基礎日額を選択して申請すること

になります。例えば、給付基礎日額を20,000円に設定

した場合、保険料は「20,000円×365日×料率」で計

算されます。海外派遣者の特別加入の保険料率は業種

によらず、3/1000です。この場合、保険料は年間21,900

円となり、全額が事業主負担となります。

　長谷川さん：なるほど。この給付日額は何のために

設定するのでしょうか。

　みらい先生：この給付基礎日額は、休業（補償）給

付などの給付額を算定する基礎となるものです。例え

ば、休業した際には、この給付基礎日額を基に給付額

が計算されて支給されます。

　長谷川さん：ありがとうございます。給付日額も含

め早速社内で検討してみます。
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